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第 2回長野しんきん
「しんみせ」
応援プロジェクト
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長野信用金庫は、北信地域でこれから創業する方や、創業してから間もない方に対して、官・民・金が

一体となった創業のサポートをおこなうため、長野しんきん「しんみせ」応援プロジェクトを開催します。

本プロジェクトは、1次選考（書類選考）・創業者の皆さまのスキルアップを目的とした「長野しんきん創

業カレッジ」への参加・2次選考（書類選考）・最終選考（プレゼンテーション）を通して、創業される皆さ

まの事業の実現と継続を目指すプロジェクトです。

「しんみせ」とは、新しくできたお店を意味し、「しんみせ」が「老舗」になるまで共に歩み続けたいという

思いが込められています。新しい一歩を踏み出そうとしているあなた。わたしたちと挑戦してみませんか？

1 次 選 考 書 類 受 付 期 間

2第 回



応募資格につきましては、当金庫ホームページ内の第2回長野
しんきん「しんみせ」応援プロジェクト募集要項をご確認ください。

最終選考合格者への特典

スタートアップ応援金

30万
円

10万
円 10%

※ご提出いただいた書類は返却いたしません。※応募書類は審査目的以外には使用いたしません。
※応募プランの知的所有権は応募者に帰属します。※反社会的勢力の申込みは受付いたしません。 ※詳細については当金庫ホームページでご確認ください。

●スタートアップ応援金は、創業・新事業の開
　始に向けた資金として利用していただけます。

●最終選考を合格された方には30万円を交付
　します。

最終選考を通過された方で、かつクラウドファンディングサイト
「ＦＡＡＶＯ長野」にて資金調達を行い、目標金額を達成した
方に対し、お祝い金として10万円もしくは集まった金額の
10％のうちいずれか低い金額を交付します。

1次選考（書類選考）書類受付期間
2019年4月1日（月）～2019年5月9日（木）

1次選考（書類選考）
締切：2019年5月9日（木）

1次選考結果通知（ホームページ掲載・郵送）
2019年5月27日（月）以降

2次選考結果通知（ホームページ掲載・郵送）
2019年10月17日（木）以降

最終選考（プレゼンテーション）
2019年11月6日（水）

事業開始＆スタートアップ応援金の交付

SCHEDULE

応募
方法

提出
書類

長野信用金庫　地域みらい応援部TEL 026-228-0221
●受付日 月～金（祝日を除く） ●受付時間9：00～17：00お問い合わせ

長野信用金庫のホームペー
ジ長野しんきん「しんみせ」
応援プロジェクト申込書を
ダウンロードしてください。

・第2回長野しんきん「しんみせ」応援プロジェクト申込書
・補足資料
 （任意でご提出ください。枚数は10枚以内、様式は問いません。）
・顔写真付きの本人確認書類（運転免許証、パスポート等）
・事業所の場所がわかる地図等の写し
 （創業予定場所が決定している方・既に開業されている方の場合）

記入後、お近く
の営業店窓口
に書類をお持ち
ください。

www.nagano-shinkin.jp

2次選考（書類選考）書類提出
締切：2019年10月2日（水）

最終選考（プレゼンテーション）書類提出
締切：2019年10月30日（水）

説明会（会場：長野信用金庫本部）
2019年6月5日（水）/長野市居町133番地1

長野しんきん創業カレッジ
2019年6月17日（月）～2019年9月14日（土）

スタートアップ応援金交付者決定
2019年11月13日（水）以降

・事業に対するあなたの熱い思い！

・「うちはここが違う！」あなたの事業の 
　アピールポイント

・あなたが描く未来の事業イメージ

・あなたの事業の地域における役割

・あなたの事業を続けるためのポイント

※2次選考以降の主旨及び選考基準については、
　2019年6月5日（水）の説明会にてご説明します。

本プロジェクトは、以下の①～⑦の全てを満たす方を対象とします。

①北信地域※1 において、創業・第二創業※2 を予定している方。ただし、
　創業後1年未満の方（2018年4月以降に創業した方）も対象とします。

②2020年6月末までに創業又は事業を開始すること。

③当金庫に普通預金口座の開設が可能な方。（スタートアップ応援金受取のため。）

④開業までに当金庫の営業エリアに居住可能な方。

⑤1次選考通過後に当金庫が主催する「長野しんきん創業カレッジ」に
　所定の回数参加できる方。

⑥公序良俗に反しない社会通念上適当と認められる事業を行う方。

⑦暴力団等反社会的勢力（準ずるものを含む）でないこと。

※1 長野市、中野市、須坂市、千曲市、飯山市、飯綱町、小布施町、坂城町、山ノ内町、高山村、
　   木島平村、野沢温泉村、栄村、小川村
※2 第二創業とは、既存の事業からの業種転換や、新規事業に進出することを指します。

応募資格 選考基準
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